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１ 学校給食費について 

学校給食費については、学校給食法第１１条に規定されています。 

学校給食の実施に必要な施設設備費、学校給食に従事する職員の人件費、修繕費は、義務教

育諸学校の設置者の負担とし、それ以外の経費は保護者負担としています。 

【関係法令】 

経費区分 負担区分 法的根拠 備 考 

施設設備費

設置者 

学校給食法第１１条第１項  

人件費 
学校給食法第１１条第１項 

同法施行令第２条第１項第１号 

修繕費 
学校給食法第１１条第１項 

同法施行令第２条第１項第２号 

光熱水費 設置者又は保護者* 学校給食法第１１条第２項 
本市では 

設置者負担 

食材料費 保護者 学校給食法第１１条第２項 学校給食費 

* 光熱水費については学校の設置者の負担とすることが望ましいこと。S48.6「学校給食の実施に関する事務処理および指導の指針について」（文部省）より 

○学校給食法（昭和２９年６月３日法律第１６０号） －抜粋－ 

（経費の負担） 

第１１条 学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営

に要する経費のうち政令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担とする。

２ 前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)

は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第１６条に規定する保護者の負担

とする。 

○学校給食法施行令（昭和２９年７月２３日政令第２１２号） －抜粋－ 

（設置者の負担すべき学校給食の運営に要する経費） 

第２条 学校給食の運営に要する経費のうち、法第１１条第１項の規定に基づき義務

教育諸学校の設置者が負担する経費は、次に掲げる経費とする。 

（１） 義務教育諸学校において学校給食に従事する職員（学校教育法（昭和２２

年法律第２６号）第３７条（同法第４９条及び第８２条において準用する場合

を含む。）又は第６９条の規定により義務教育諸学校に置かれる職員をいう。）

に要する給与その他の人件費。ただし、市町村立の学校にあっては、市町村立

学校職員給与負担法（昭和２３年法律第１３５号）第１条の規定により都道府

県の負担とされる経費を除く。 

（２） 学校給食の実施に必要な施設及び設備の修繕費 
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２ 一宮市の学校給食費について 

本市の学校給食費（保護者負担分）は、合併当初、地区ごとに異なっておりましたが、

当審議会で検討を重ねた後、教育委員会での審議を経て、平成２７年４月以降の学校給

食費を下記のとおり統一しました。 

本市では、学校給食費を平成２７年度から据え置きながら、献立や食材の工夫を行い、

食材料費の節減を図りつつ、栄養バランスに配慮した安全で安心な学校給食の提供に

努めてきましたが、昨今の食材価格の値上りや令和元年１０月１日からの消費税率

10％への引き上げに対しても、学校給食の食材に対しては軽減税率（８％）が適用され

たことから、学校給食費は据え置かれています。しかしながら、物価や輸送費等の上昇

により、牛乳、主食（米飯・パン・麺）などの単価も上昇していることから、今後もこ

れまでと同様に安定的に給食を提供していくためには、定期的な学校給食費の見直し

が必要となっています。 

【現在の学校給食費】（令和元年度価格）

 日額・１食あたり  小学校 ２５０円 

中学校 ２８５円 

【合併後の給食費の改定状況について】 

《小学校》 

共同調理場 単独調理場 

一宮地区 尾西地区 木曽川地区 

H17（合併時） 192 円 230 円 240 円 

H20 220 円 230 円 ← 

H26 

（消費税率 8％） 

226 円 236 円 ← 

H27 250 円 ← ← 

《中学校》 

共同調理場 単独調理場 

一宮地区 尾西地区 木曽川地区 

H17（合併時） 223 円 260 円 270 円 

H20 250 円 260 円 ← 

H26 

（消費税率 8％） 

257 円 267 円 ← 

H27 285 円 ← ← 
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３ 食材価格について 

現在の学校給食費は、一食当たり小学校で 250 円、中学校で 285 円となっていますの

で、牛乳、主食（米飯・パン・麺）、副食の内訳は下記の通りです。 

《小学校》 

１食単価 牛乳 主食 副食 

共同
令和元年度 250.00 円 53.78 円 52.62 円 143.60 円 

平成２７年度 250.00 円 50.74 円 51.70 円 147.56 円 

単独
令和元年度 250.00 円 53.78 円 50.23 円 145.99 円 

平成２７年度 250.00 円 50.74 円 49.10 円 150.16 円 

《中学校》 

１食単価 牛乳 主食 副食 

共同
令和元年度 285.00 円 53.78 円 62.36 円 168.86 円 

平成２７年度 285.00 円 50.74 円 63.51 円 170.75 円 

単独
令和元年度 285.00 円 53.78 円 61.70 円 169.52 円 

平成２７年度 285.00 円 50.74 円 59.86 円 174.40 円 

出典：市政概要 

≪牛乳・主食価格の変化≫ 

「牛乳」については、愛知県が学校給食用牛乳の供給に係る保護者負担額等を定め、県内

統一価格となっています。同様に、「米飯」「パン」「麺」については、公益財団法人愛知県

学校給食会で定める県内統一価格となっています。 

また、単独調理場で主食の価格が共同調理場の主食の価格より低いのは、混ぜご飯を行う

際、共同は業者側で混ぜたご飯を購入するのに対し、単独では白飯を購入し調理場で具材を

混ぜる方法が取られていることも起因していると思われます。 

≪副食食材の調達≫ 

一食当たりの学校給食費は決められていますので、「副食」の食材調達については、一食

単価から牛乳・主食の価格を除いた額を参考にして、物資選定の会議で決定しています。
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【牛乳と主食の価格】 

《共同》 

・小学校 

現行給食費積算価格 牛乳 53.78 円＋主食 52.62 円＝106.40 円 

平成２７年度の価格 牛乳 50.74 円＋主食 51.70 円＝102.44 円 差額 3.96 円 

・中学校 

現行給食費積算価格 牛乳 53.78 円＋主食 62.36 円＝116.14 円 

平成２７年度の価格 牛乳 50.74 円＋主食 63.51 円＝114.25 円 差額 1.89 円 

＊共同の平均上昇率：2.7% 

《単独》 

・小学校 

現行給食費積算価格 牛乳 53.78 円＋主食 50.23 円＝104.01 円 

平成２７年度の価格 牛乳 50.74 円＋主食 49.10 円＝ 99.84 円 差額 4.17 円 

・中学校 

現行給食費積算価格 牛乳 53.78 円＋主食 61.70 円＝115.48 円 

平成２７年度の価格 牛乳 50.74 円＋主食 59.86 円＝110.60 円 差額 4.88 円 

＊単独の平均上昇率：4.3% 

≪副食価格の変化≫ 

現在、牛乳や主食の価格上昇分を副食（おかず）の減額で補っておりますが、副食で使う

各食材も値上りが進んでおり、対応が難しくなっています。 

＜参考資料１＞ 

ちなみに、平成 27年度の副食価格にそれぞれの平均上昇率を乗じると以下のとおりです。 

R1 

主食＋牛乳

(α) 

H27 

副食

(β) 

H27 副食(β) 

×上昇率 

(γ) 

上昇率を踏まえた給食費 

（R1 給食費からの差額）

(α)+ (γ) 

共同・小学校 106.40 円 147.56 円 151.54 円 257.94 円（ +7.94 円） 

共同・中学校 116.14 円 170.75 円 175.36 円 291.50 円（ +6.50 円） 

単独・小学校 104.01 円 150.16 円 156.62 円 260.63 円（+10.63 円） 

単独・中学校 115.48 円 174.40 円 181.90 円 297.38 円（+12.38 円） 


